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謹
ん
で
新
春
の
お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す

被
保
険
者
な
ら
び
に
ご
家
族
の
皆
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
健
や
か
に

新
年
を
お
迎
え
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
平
素
よ
り
当
健

康
保
険
組
合
の
事
業
運
営
に
多
大
な
る
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
、
厚
く
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
。

発
生
か
ら
３
年
目
と
な
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
は
、
こ
の
間
の

社
会
経
済
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
ま
し
た
が
、現
在
は
入
国
制
限
の
緩
和
、

イ
ベ
ン
ト
や
会
食
に
か
か
る
規
制
撤
廃
な
ど
、
政
府
方
針
も
徐
々
に「
ウ
イ

ズ
コ
ロ
ナ
」へ
の
移
行
が
進
ん
で
お
り
、
社
会
・
経
済
の
活
性
化
も
期
待
さ
れ

る
と
こ
ろ
で
す
。

し
か
し
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
や
北
朝
鮮
の
ミ
サ
イ
ル
発
射

な
ど
、
安
全
保
障
上
の
懸
念
は
増
し
て
お
り
、
逼
迫
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題

や
原
材
料
価
格
の
上
昇
、
円
安
に
よ
る
物
価
の
高
騰
な
ど
、
日
本
経
済
を
取

り
巻
く
環
境
は
予
断
を
許
さ
な
い
状
況
で
す
。

社
会
保
障
分
野
で
は
、
出
生
数
が
将
来
人
口
推
計
よ
り
も
７
年
程
早
く
減

少
す
る
な
ど
、
少
子
化
に
歯
止
め
が
か
か
り
ま
せ
ん
。
そ
の
一
方
で
、
昨
年

よ
り
団
塊
の
世
代
が
後
期
高
齢
者
に
移
行
し
始
め
て
お
り
、
令
和
７
年
に
か

け
て
高
齢
者
の
医
療
費
の
急
増
が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
昨
年
10
月
か
ら
は

一
定
以
上
の
所
得
の
あ
る
後
期
高
齢
者
の
窓
口
負
担
が
２
割
に
引
き
上
げ
ら

れ
ま
し
た
が
、
現
役
世
代
の
負
担
軽
減
と
し
て
は
十
分
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

公
平
性
に
配
慮
し
た
社
会
保
障
制
度
の
構
造
改
革
を
進
め
、
適
切
な
給
付
と

現
役
世
代
の
負
担
抑
制
を
実
現
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
昨
秋
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
健
康
保
険
証
と
し
て
の
利
用

が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
健
康
保
険
証
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
一
体
化
に

つ
い
て
、
政
府
は
昨
年
６
月
の
閣
議
決
定
を
前
倒
し
し
て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
手
続
き
・
様
式
の
見
直
し
な
ど
の
検
討
を
進
め
、
令
和
６
年
秋
に
現

在
の
健
康
保
険
証
の
廃
止
を
目
指
す
と
い
う
方
針
を
打
ち
出
し
ま
し
た
。
今

後
の
政
策
に
注
視
し
て
ま
い
り
ま
す
。

人
生
１
０
０
年
時
代
と
言
わ
れ
る
今
、
今
後
ま
す
ま
す
進
む
と
み
ら
れ
る

就
労
者
の
高
齢
化
に
向
け
て
は
、
若
い
こ
ろ
か
ら
の
健
康
維
持
・
管
理
が
ま

す
ま
す
重
要
と
な
り
ま
す
。
当
健
保
組
合
は
引
き
続
き
保
健
事
業
を
通
し

て
皆
さ
ま
の
疾
病
予
防
や
重
症
化
予
防
を
積
極
的
に
取
り
組
む
ほ
か
、
デ
ー

タ
ヘ
ル
ス
の
推
進
等
を
通
し
て
、
皆
さ
ま
の
健
康
寿
命
の
延
伸
に
注
力
し
て

ま
い
り
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
感
染
症
対
策
な
ど
に
引
き
続
き
ご
留
意
い
た
だ

き
な
が
ら
、
健
や
か
で
笑
顔
あ
ふ
れ
る
一
年
を
過
ご
さ
れ
ま
す
こ
と
を
心
よ

り
お
祈
り
申
し
上
げ
、
新
年
の
ご
あ
い
さ
つ
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

新
年
の
ご
あ
い
さ
つ
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「
卯う

」
と
い
う
漢
字
は
、
元
来
、
左
右
に
開
か
れ
た
門

の
形
を
表
す
象
形
文
字
で
す
。
十
二
支
は
古
代
中
国
で

成
立
し
、
農
作
物
の
成
長
を
表
す
漢
字
が
定
め
ら
れ
ま

し
た
が
、
４
番
目
の
干
支
は
若
葉
が
伸
び
茂
り
始
め
た

と
い
う
意
味
か
ら
「
卯
」
が
採
用
さ
れ
ま
し
た
。「
卯
」

に
動
物
で
は
ウ
サ
ギ
が
当
て
は
め
ら
れ
た
の
は
、
ピ
ョ

ン
ピ
ョ
ン
と
跳
ね
回
る
元
気
な
イ
メ
ー
ジ
か
ら
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　
と
こ
ろ
で
、
古
今
東
西
、
ウ
サ
ギ
が
登
場
す
る
物
語

は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。「
ウ
サ
ギ
と
カ
メ
」
は
、
競
争

で
油
断
し
た
ウ
サ
ギ
が
居
眠
り
を
し
て
い
る
間
に
カ
メ

が
先
に
ゴ
ー
ル
を
す
る
と
い
う
寓ぐ

う

話わ

。「
因い

な

幡ば

の
白し

ろ
う
さ
ぎ兎
」

は
、
ウ
サ
ギ
が
ワ
ニ
を
だ
ま
し
て
海
を
渡
ろ
う
と
し
て

毛
を
剝
ぎ
取
ら
れ
て
し
ま
う
出
雲
地
方
の
神
話
。「
カ
チ

カ
チ
山
」
は
、
悪
い
タ
ヌ
キ
を
懲
ら
し
め
よ
う
と
あ
れ

こ
れ
悪
知
恵
を
働
か
せ
て
だ
ま
す
ウ
サ
ギ
の
話
。『
不
思

議
の
国
の
ア
リ
ス
』
に
も
、
ア
リ
ス
を
翻ほ

ん
ろ
う弄

す
る
お
っ

ち
ょ
こ
ち
ょ
い
な
ウ
サ
ギ
が
登
場
し
ま
す
。
ど
う
や
ら

ウ
サ
ギ
は
、
い
た
ず
ら
好
き
、
お
調
子
者
、
秩
序
を
破

る
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
多

い
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
実
際
の
ウ
サ
ギ
は
そ
れ
ほ
ど

強
い
動
物
で
は
な
い
よ
う
で
す
。

　「
ウ
サ
ギ
は
寂
し
い
と
死
ん
で
し
ま
う
」
と
も
耳
に
し

ま
す
が
、
さ
す
が
に
そ
れ
に
生
物
学
的
根
拠
は
な
い
よ

う
で
す
。
ペ
ッ
ト
の
ウ
サ
ギ
は
野
生
の
ア
ナ
ウ
サ
ギ
に

ル
ー
ツ
を
持
ち
ま
す
が
、
ア
ナ
ウ
サ
ギ
は
も
と
も
と
縄

張
り
意
識
が
強
く
、
仲
間
が
テ
リ
ト
リ
ー
に
入
る
の
を

嫌
が
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
野
生
の
ウ
サ
ギ

は
生
態
系
の
中
で
は
弱
い
立
場
に
あ
り
、
常
に
天
敵
を

警
戒
す
る
必
要
性
か
ら
も
と
も
と
デ
リ
ケ
ー
ト
な
動
物

で
、
ス
ト
レ
ス
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
し
ば
し

ば
あ
る
よ
う
で
す
。
飼
い
主
の
ケ
ア
が
大
切
な
こ
と
か

ら
、
こ
の
よ
う
な
う
わ
さ
が
出
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
野
生
の
ウ
サ
ギ
の
耳
は
、
３
６
０
度
３
㎞
先
の
音
ま

で
聞
こ
え
る
と
い
わ
れ
、
そ
の
聴
力
で
天
敵
の
位
置
を

把
握
し
、
脚
力
の
強
い
後
ろ
足
で
、
時
速
40
～
60
㎞
で

跳
ね
て
逃
げ
る
そ
う
で
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
株
式
相

場
で
は
、「
卯
年
は
跳
ね
る
」
と
い
う
格
言
が
あ
り
、

景
気
が
回
復
す
る
良
い
年
回
り
に
な
る
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。

　
今
年
は
ウ
サ
ギ
の
よ
う
に
「
長
い
耳
で
幅
広
く
情
報

を
収
集
し
、
ジ
ャ
ン
プ
力
の
あ
る
後
ろ
足
で
飛
躍
の
年

に
」
と
願
い
た
い
と
こ
ろ
で
す
。
皆
さ
ん
の
中
に
は
、

二
兎と

も
三
兎
も
得
よ
う
と
多
忙
に
過
ご
し
て
い
る
方
も

い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
今
年
は
カ
メ
に
負
け
な
い

程
度
に
、
居
眠
り
と
は
言
わ
ず
ゆ
っ
た
り
と
構
え
て
、

ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
を
実
践
し
て
み
て
は
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。

ウ
サ
ギ
は
お
調
子
者
？

ウ
サ
ギ
は
寂
し
が
り
や
？

ウ
サ
ギ
の
よ
う
に

飛
躍
の
年
に
！

干
え

支
と

の話

中村　雅俊 （俳優） 笑福亭鶴瓶 （落語家）

河野　太郎 （政治家） 松重　　豊 （俳優）

甲本ヒロト （歌手） 宮根　誠司 （アナウンサー）

松本　人志 （お笑い芸人） 上原　浩治 （元プロ野球選手）

ミッツ・マングローブ （タレント） 米倉　涼子 （俳優）

aiko （歌手） 市川猿之助 （歌舞伎俳優）

長澤まさみ （俳優） 三浦　大知 （歌手・ダンサー）

渡辺　直美 （タレント）

卯年生まれの著名人

など
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注1　
　
注2 
注3　
　　
　　
注4　
　
注5
注6
注7
注8　
　
注9

「被扶養者現況届」には申請時の生計維持関係、年金、その他の収入の有無、扶養する理由を詳しく記入してください。
（学生の場合、現況届の添付不要）         
年金受給者とは、老齢年金、遺族年金、障害年金などの各種年金を受け取っている人のことです。
パート、アルバイト、その他収入のある場合は給与明細書の直近3カ月分の写しを添付してください。
雇用形態の変更に伴い、収入減による扶養認定の場合は雇用契約書又は給与支払見込通知書（交通費を含む）を添付し
てください。         
高校生以下の同居の「子(学生)」の場合は被扶養者（異動）届の「扶養するようになった日またはしなくなった日とその理
由」欄に「高校生」等を記入してください。（添付書類は不要）
専門学校、短大、大学生等の場合は学生証の写し、または在学証明書の写しを添付してください。
退職による場合は退職日の確認できるもの（離職票・喪失証明書等の写し）を添付してください。
内縁による場合は生計維持の確認できるもの（続柄記載の住民票及び戸籍謄本）を添付してください。
別居の場合は、被扶養者の収入が被保険者からの仕送り額より下回っていること。学生及び単身赴任者以外は別居家族
生計維持関係申告書を添付してください。
上記の添付書類がない場合（配偶者を除く）は、市区町村長発行の課税証明書、又は非課税証明書を添付してください。 
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■ 被扶養者になるためには、主として被保険者の収入によって生計維持されていることが必要です。
【年収の基準】
被扶養者の年収が130万円（月平均108,334円）未満であり、且つ、被保険者の収入の半分以下の収入でなけ
れば被扶養者の認定はされません。（60歳以上または障害者の場合は年収基準が180万未満、月平均15万円未
満の収入）収入にはパート・アルバイト等の給与総収入の他に事業収入、各種年金、失業給付、出産手当金、傷
病手当金、事業収入等すべての収入を含みます。

【留意事項】
１．扶養認定
扶養認定年月日は、添付資料等（収入・生計維持要件）を確認のうえ以下のとおり取扱います。
（1）資格取得届と同時に異動届が提出されたとき　・・・資格取得年月日
（2）出生のとき　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・出生年月日
（3）婚姻のとき　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・結婚年月日（1カ月以内に受付の場合）
（4）退職のとき　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・退職日の翌日（1カ月以内に受付の場合）
（5）雇用形態の変更に伴う収入減少のとき　・・・・・・・・・・雇用形態変更日（1カ月以内に受付の場合）
（6）上記以外のとき　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・異動届の受付年月日
　

２．扶養削除
扶養削除年月日は、添付資料等（収入・生計維持要件）を確認のうえ以下のとおり取扱います。
（1）就職のとき　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・就職年月日
（2）死亡のとき　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・死亡日の翌日
（3）離婚のとき　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・離婚年月日
（4）その他　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・生計維持関係が無くなった日
　　※原則として、事実発生年月日に遡及して削除します。
　

３．出産手当金または傷病手当金の受給中の場合       
各手当金の日額を年収に換算して130万円（日額3,612円）以上のときは、原則として各手当金の受給期間中
は被扶養者の認定はされません。
　

４．退職者の失業給付受給に係る取扱い
（1）雇用保険基本手当を受給する者

失業給付待機期間中及び給付制限期間中の場合は扶養認定をしますが、雇用保険基本手当の日額が年収に
換算して130万円（日額3,612円）以上のときは、原則として、雇用保険基本手当を受給中の被扶養者の認
定はされません。 
※待機期間中の扶養認定を希望される方は念書も併せて提出してください。
① 雇用保険受給資格者証の写し（表と裏）を添付してください。
② 失業保険の日額を年収に換算して130万円（60歳以上は180万円）以上の方は、失業保険の受給開始日
をもって扶養削除となりますので、雇用保険受給資格者証の写し（表と裏）を添付し、「被扶養者（異動）届」
及び「被保険者証（カード）」を速やかに提出してください。

（2）雇用保険基本手当を受給満了した者
失業給付の受給終了日の翌日を扶養認定年月日としますので、雇用保険受給資格者証（支給終了印のあるも
の）の写し（表と裏）を添付し、「被扶養者（異動）届」を提出してください。なお、遡及認定は１カ月を限度
とすることから、速やかに提出してください。

（3）雇用保険を受給しない者
被扶養者現況届にその旨を記入してください。

　
５．自営業の場合は、確定申告の写し及び収入内訳書の写しを添付してください。また、事業を廃止した場合は廃
止届の写しを添付してください。 
　

６．外国人の場合には登録原票記載事項証明書（市町村発行）または在留カード等の書類を提出していただくことが
あります。
　

７．以上の他に特別に書類を提出していただくことがありますのでご了承ください。

※ 被扶養者（異動届）等への記載漏れや添付書類に不備がある場合は、健康保険被保険者証の発行が遅れ
ますのでご注意ください。

被扶養者として認定を受けるための 必要書類一覧表について
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注1　
　
注2 
注3　
　　
　　
注4　
　
注5
注6
注7
注8　
　
注9

「被扶養者現況届」には申請時の生計維持関係、年金、その他の収入の有無、扶養する理由を詳しく記入してください。
（学生の場合、現況届の添付不要）         
年金受給者とは、老齢年金、遺族年金、障害年金などの各種年金を受け取っている人のことです。
パート、アルバイト、その他収入のある場合は給与明細書の直近3カ月分の写しを添付してください。
雇用形態の変更に伴い、収入減による扶養認定の場合は雇用契約書又は給与支払見込通知書（交通費を含む）を添付し
てください。         
高校生以下の同居の「子(学生)」の場合は被扶養者（異動）届の「扶養するようになった日またはしなくなった日とその理
由」欄に「高校生」等を記入してください。（添付書類は不要）
専門学校、短大、大学生等の場合は学生証の写し、または在学証明書の写しを添付してください。
退職による場合は退職日の確認できるもの（離職票・喪失証明書等の写し）を添付してください。
内縁による場合は生計維持の確認できるもの（続柄記載の住民票及び戸籍謄本）を添付してください。
別居の場合は、被扶養者の収入が被保険者からの仕送り額より下回っていること。学生及び単身赴任者以外は別居家族
生計維持関係申告書を添付してください。
上記の添付書類がない場合（配偶者を除く）は、市区町村長発行の課税証明書、又は非課税証明書を添付してください。 
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■ 被扶養者になるためには、主として被保険者の収入によって生計維持されていることが必要です。
【年収の基準】
被扶養者の年収が130万円（月平均108,334円）未満であり、且つ、被保険者の収入の半分以下の収入でなけ
れば被扶養者の認定はされません。（60歳以上または障害者の場合は年収基準が180万未満、月平均15万円未
満の収入）収入にはパート・アルバイト等の給与総収入の他に事業収入、各種年金、失業給付、出産手当金、傷
病手当金、事業収入等すべての収入を含みます。

【留意事項】
１．扶養認定
扶養認定年月日は、添付資料等（収入・生計維持要件）を確認のうえ以下のとおり取扱います。
（1）資格取得届と同時に異動届が提出されたとき　・・・資格取得年月日
（2）出生のとき　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・出生年月日
（3）婚姻のとき　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・結婚年月日（1カ月以内に受付の場合）
（4）退職のとき　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・退職日の翌日（1カ月以内に受付の場合）
（5）雇用形態の変更に伴う収入減少のとき　・・・・・・・・・・雇用形態変更日（1カ月以内に受付の場合）
（6）上記以外のとき　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・異動届の受付年月日
　

２．扶養削除
扶養削除年月日は、添付資料等（収入・生計維持要件）を確認のうえ以下のとおり取扱います。
（1）就職のとき　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・就職年月日
（2）死亡のとき　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・死亡日の翌日
（3）離婚のとき　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・離婚年月日
（4）その他　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・生計維持関係が無くなった日
　　※原則として、事実発生年月日に遡及して削除します。
　

３．出産手当金または傷病手当金の受給中の場合       
各手当金の日額を年収に換算して130万円（日額3,612円）以上のときは、原則として各手当金の受給期間中
は被扶養者の認定はされません。
　

４．退職者の失業給付受給に係る取扱い
（1）雇用保険基本手当を受給する者

失業給付待機期間中及び給付制限期間中の場合は扶養認定をしますが、雇用保険基本手当の日額が年収に
換算して130万円（日額3,612円）以上のときは、原則として、雇用保険基本手当を受給中の被扶養者の認
定はされません。 
※待機期間中の扶養認定を希望される方は念書も併せて提出してください。
① 雇用保険受給資格者証の写し（表と裏）を添付してください。
② 失業保険の日額を年収に換算して130万円（60歳以上は180万円）以上の方は、失業保険の受給開始日
をもって扶養削除となりますので、雇用保険受給資格者証の写し（表と裏）を添付し、「被扶養者（異動）届」
及び「被保険者証（カード）」を速やかに提出してください。

（2）雇用保険基本手当を受給満了した者
失業給付の受給終了日の翌日を扶養認定年月日としますので、雇用保険受給資格者証（支給終了印のあるも
の）の写し（表と裏）を添付し、「被扶養者（異動）届」を提出してください。なお、遡及認定は１カ月を限度
とすることから、速やかに提出してください。

（3）雇用保険を受給しない者
被扶養者現況届にその旨を記入してください。

　
５．自営業の場合は、確定申告の写し及び収入内訳書の写しを添付してください。また、事業を廃止した場合は廃
止届の写しを添付してください。 
　

６．外国人の場合には登録原票記載事項証明書（市町村発行）または在留カード等の書類を提出していただくことが
あります。
　

７．以上の他に特別に書類を提出していただくことがありますのでご了承ください。

※ 被扶養者（異動届）等への記載漏れや添付書類に不備がある場合は、健康保険被保険者証の発行が遅れ
ますのでご注意ください。

被扶養者として認定を受けるための 必要書類一覧表について
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情報登録

　事前にカードを取得し、健康保険証としての利用
登録をしておく必要があります。カードを取得できた
ら、パソコン（ICカードリーダーが必要）やスマー
トフォン（マイナポータルアプリを利用）から健康保
険証利用の初回登録を行います。なお、顔認証付
きカードリーダーが設置してある医療機関等であれ
ば、受診時に健康保険証の利用登録をすることが
できます。
　カードの健康保険証利用対応の医療機関・薬
局は、厚生労働省のWebサイト（https://www.
mhlw.go.jp/stf/newpage_21669.html）で検索
できます。

　本人の同意により、医療機関等が医療情報を閲
覧できるようになると診療の正確性が高まり、より
良い医療につながります。今後も電子処方箋や電子
カルテの情報等の閲覧の計画が示されており、オン
ライン資格確認がもたらす診療の正確性は高まると
みられます。
　また、転職等をしても、カードで資格確認ができ
るため、健康保険証の切り替えが不要（保険者へ
の加入の届け出は必要）になり、カードを健康保険
証として利用できる医療機関等では「限度額適用認
定証」がなくても、限度額を超える支払いが免除さ
れるなどのメリットがあります。

KEYWORD

オンライン資格確認を
利用する手続き

オンライン資格確認利用
のメリット

教えて！ キーワード

マイナンバーカード（以下、カード）の ICチップ
または健康保険証の記号・番号等により、

オンラインで健康保険の資格情報等（加入している健康保険や自己負担限度額等）の
確認ができることです（マイナポータルでの閲覧も可能）。

オンライン資格確認

オンライン資格確認（マイナンバーカードの健康保険証利用）の概要

オンライン資格確認等システム

患者の資格情報等を照会

※保険者が資格情報等を登録、随時更新

●資格情報
●特定健診情報
●薬剤情報　等

●顔認証付き
　カードリーダー

マイナポータル

医療機関・薬局

支払基金・国保中央会

保険者等

　マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
以
下
、
カ
ー
ド
）

を
利
用
し
て
オ
ン
ラ
イ
ン
で
健
康
保
険
の
資
格

確
認
を
行
う
「
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
」
を
導

入
し
て
い
る
医
療
機
関
・
保
険
薬
局
が
増
え
て

い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
医
療
機
関
等
は
、
カ
ー
ド

を
健
康
保
険
証
の
代
わ
り
に
で
き
る
だ
け
で
な

く
、
本
人
の
同
意
を
条
件
と
し
て
、
医
師
や
薬

剤
師
等
が
患
者
の
特
定
健
診
の
情
報
や
薬
剤
・

診
療
情
報
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
患

者
側
に
と
っ
て
も
、
医
療
情
報
を
医
師
や
薬
剤

師
等
に
閲
覧
し
て
も
ら
う
こ
と
に
よ
り
、
よ
り

適
正
な
診
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。

　一
方
、
国
民
の
カ
ー
ド
の
取
得
率
は
50
％
程

度
で
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
を
導
入
・
運
用

し
て
い
る
医
療
機
関
等
は
２
０
２
２
年
10
月
時

点
で
32
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。
政
府
は
さ
ら
な

る
普
及
拡
大
を
図
る
た
め
に
、「
２
０
２
３
年

４
月
か
ら
医
療
機
関
等
に
お
け
る
オ
ン
ラ
イ
ン

資
格
確
認
の
導
入
を
原
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務
化
」
お
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０
２
４
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ど
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現
在
の
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康
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険
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の
原
則
廃
止
」
を
打
ち
出
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ま
し
た
。
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府
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ー
ド
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ン
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の
普

及
を
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ぐ
に
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理

由
が
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ま
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。
デ
ジ
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ル
化
に
よ
る
医
療
機

関
等
に
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る
事
務
負
担
の
削
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、
患
者
へ
の
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提
供
、
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ラ
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ン
資
格

確
認
を
通
じ
た
医
療
デ
ー
タ
の
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積
、
保
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医
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に
関
す
る
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
の
効
果
的
な
利
活

用
の
推
進
な
ど
、
医
療
の
効
率
化
と
質
の
向
上

の
実
現
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
た
め
で
す
。
保

険
者
（
健
康
保
険
組
合
、
協
会
け
ん
ぽ
等
）
に

と
っ
て
も
、
カ
ー
ド
を
使
っ
て
医
療
情
報
を
連

結
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
加
入
者
の
状
態
に

応
じ
た
保
健
事
業
を
実
施
で
き
、
効
果
的
・
効

率
的
な
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
の
推
進
が
可
能
に
な
り

ま
す
。

　オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
導
入
は
、
効
果
的

で
質
の
高
い
医
療
の
提
供
や
健
康
寿
命
の
延
伸

が
期
待
さ
れ
る
だ
け
に
、
カ
ー
ド
が
利
用
し
や

す
い
環
境
整
備
と
、
利
便
性
の
向
上
が
求
め
ら

れ
ま
す
。

SCOPE

今回のま
とめ

◆医療機
関等におけ

るオンライ
ン資格

確認の導
入が急ピッ

チで進めら
れて

いる。

◆マイナン
バーカード

の普及には
、利用しや

すい環境整
備と利便性

の向上が必
要。

自
身
の
健
康
と
よ
り
良
い
医
療
の
た
め
に
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
保
険
証
利
用
を
考
え
る

情報登録

　事前にカードを取得し、健康保険証としての利用
登録をしておく必要があります。カードを取得できた
ら、パソコン（ICカードリーダーが必要）やスマー
トフォン（マイナポータルアプリを利用）から健康保
険証利用の初回登録を行います。なお、顔認証付
きカードリーダーが設置してある医療機関等であれ
ば、受診時に健康保険証の利用登録をすることが
できます。
　カードの健康保険証利用対応の医療機関・薬
局は、厚生労働省のWebサイト（https://www.
mhlw.go.jp/stf/newpage_21669.html）で検索
できます。

　本人の同意により、医療機関等が医療情報を閲
覧できるようになると診療の正確性が高まり、より
良い医療につながります。今後も電子処方箋や電子
カルテの情報等の閲覧の計画が示されており、オン
ライン資格確認がもたらす診療の正確性は高まると
みられます。
　また、転職等をしても、カードで資格確認ができ
るため、健康保険証の切り替えが不要（保険者へ
の加入の届け出は必要）になり、カードを健康保険
証として利用できる医療機関等では「限度額適用認
定証」がなくても、限度額を超える支払いが免除さ
れるなどのメリットがあります。
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わ
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情
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・
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療
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受
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オンライン資格確認を
利用する手続き

オンライン資格確認利用
のメリット

教えて！ キーワード

マイナンバーカード（以下、カード）の ICチップ
または健康保険証の記号・番号等により、

オンラインで健康保険の資格情報等（加入している健康保険や自己負担限度額等）の
確認ができることです（マイナポータルでの閲覧も可能）。

オンライン資格確認

オンライン資格確認（マイナンバーカードの健康保険証利用）の概要
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自
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オンライン資格確認等システム

患者の資格情報等を照会

※保険者が資格情報等を登録、随時更新

●資格情報
●特定健診情報
●薬剤情報　等

●顔認証付き
　カードリーダー

マイナポータル

医療機関・薬局

支払基金・国保中央会

保険者等
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月
か
ら
医
療
機
関
等
に
お
け
る
オ
ン
ラ
イ
ン

資
格
確
認
の
導
入
を
原
則
義
務
化
」
お
よ
び

「
２
０
２
４
年
秋
を
め
ど
に
現
在
の
健
康
保
険

証
の
原
則
廃
止
」
を
打
ち
出
し
ま
し
た
。

　政
府
が
カ
ー
ド
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確

認
の
普
及
を
急
ぐ
に
は
理
由
が
あ
り
ま
す
。
デ

ジ
タ
ル
化
に
よ
る
医
療
機
関
等
に
お
け
る
事
務

負
担
の
削
減
、
患
者
へ
の
よ
り
適
正
な
医
療
の

提
供
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
を
通
じ
た
医
療

デ
ー
タ
の
集
積
、
保
健
医
療
に
関
す
る
ビ
ッ
グ

デ
ー
タ
の
効
果
的
な
利
活
用
の
推
進
な
ど
、
医

療
の
効
率
化
と
質
の
向
上
の
実
現
が
必
要
不
可

欠
で
あ
る
た
め
で
す
。
保
険
者
（
健
康
保
険
組

合
等
）
に
と
っ
て
も
、
カ
ー
ド
を
使
っ
て
医
療

情
報
を
連
結
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
加
入
者

の
状
態
に
応
じ
た
保
健
事
業
を
実
施
で
き
、
効

果
的
・
効
率
的
な
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
の
推
進
が
可

能
に
な
り
ま
す
。

　オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
導
入
は
、
効
果
的

で
質
の
高
い
医
療
の
提
供
や
健
康
寿
命
の
延
伸

が
期
待
さ
れ
る
こ
と
か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
の
取
得
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
保
険
証

の
利
用
登
録
を
お
願
い
し
ま
す
。

オンライン資格確認を
利用する手続き

オンライン資格確認利用
のメリット

教えて！ キーワード

マイナンバーカード（以下、カード）の ICチップ
または健康保険証の記号・番号等により、

オンラインで健康保険の資格情報等（加入している健康保険や自己負担限度額等）の
確認ができることです（マイナポータルでの閲覧も可能）。

オンライン資格確認

オンライン資格確認（マイナンバーカードの健康保険証利用）の概要

ご
自
身
の
健
康
と
よ
り
良
い
医
療
の
た
め
に
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
保
険
証
の
利
用
登
録
を

お
願
い
し
ま
す

オンライン資格確認等システム

患者の資格情報等を照会

※保険者が資格情報等を登録、随時更新

●資格情報
●特定健診情報
●薬剤情報　等

●顔認証付き
　カードリーダー

マイナポータル

医療機関・薬局

支払基金・国保中央会

保険者等
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イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
を

接
種
し
ま
し
ょ
う

インフルエンザが
流行の兆し？

海
外
で
季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
流
行
の
兆
し
を
見
せ
て
い
ま
す
。

流
行
前
に
、今
年
は
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流
行
以
来
、
マ
ス
ク
の
着
用
や
手
洗
い
な
ど
感
染
予
防
が

徹
底
さ
れ
た
こ
と
で
、
こ
の
２
年
間
は
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
流
行
は
落
ち
着
い
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
南
半
球
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
秋
か
ら
冬
に
当
た
る
時
期

に
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
発
症
者
数
が
急
増
し
た
こ
と
か
ら
、
今
年

は
日
本
で
も
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
流
行
が
心
配
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
と
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
同
時
に
流

行
し
た
場
合
、
医
療
機
関
に
発
熱
患
者
が
殺
到
す
る
こ
と
で
医
療
提

供
体
制
が
逼ひ

っ
ぱ
く迫
し
、
必
要
な
医
療
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
事
態
も
考

え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
た
め
、
日
本
ワ
ク
チ
ン
学
会
で
は
「
２
０
２
２

〜
２
０
２
３
シ
ー
ズ
ン
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
つ
い

て
、
強
く
推
奨
い
た
し
ま
す
」
と
声
明
を
出
し
て
い
ま
す
。

　
今
年
は
ぜ
ひ
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
を
受
け
ま
し

ょ
う
。インフルエンザワクチンの効果

インフルエンザワクチンには発症の予防
と、発症した際の重症化を防ぐ効果があ
ることが報告されています。ワクチンが
効果を発揮するまでには、接種から２～
３週間ほどかかるため、流行前の接種が
大切です。

高齢者福祉施設に
入所している65歳以上の人
34～55％の発病を防ぎ、
82％の死亡を阻止する

６歳未満の⼩児
発病防止に対する
有効率は41〜63％
３歳未満の⼩児
発病防止に対する
有効率は42〜62%

インフルエンザの予防法は
新型コロナウイルス感染症と同じ

インフルエンザは、新型コロナウイルス感染症と同じように、せきや
くしゃみなどによる「飛

ひ

沫
まつ

感染」と飛沫に触れた手などからの「接触感染」
で感染が広がります。このため、新型コロナウイルスの感染予防を徹底
することで、インフルエンザの感染も防げます。手洗いとせきエチケッ
トを徹底し、屋内では小まめな換気を心掛けましょう。

小まめな換気

手洗い
せきエチケット

出典：2022-23シーズンの季節性インフルエンザワクチン
　　　の接種に関する日本ワクチン学会の見解

インフルエンザ予防接種補助について
今年もインフルエンザ予防接種費用補助を実施いたします。
ぜひご活用ください。
【 】
【 】
【 】
【 】

【 】

被保険者及び被扶養者。
上限 1,500 円（期間中 1人 1回限り）。
令和 4年 10月 1日から令和 5年 2月 28日までの接種。
「インフルエンザワクチン接種補助金請求書」に、ワクチン接種費用の領収書（コピー可）
を添付のうえ、健保組合までご請求ください。
補助金の請求は、できる限り事業所ごとに取りまとめていただき、１ヶ月単位でご請求
ください。
令和 5年 3月 10日（金曜日）（必着）
※請求期限を過ぎたものにつきましては、補助の対象となりません。

接 種 対 象 者
補 助 限 度 額
接 種 対 象 期 間
請 求 方 法

補助金請求期限
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腰の疲れをとるストレッチ

動画でチェック！

ストレッチおつかれほぐし
健康運動指導士　一般社団法人ケア・ウォーキング普及会　黒田 恵美子

日々たまりがちな疲れはストレッチでほぐしましょう。
動画で正しい動きをチェックできます。

座り過ぎや激しい運動による腰の疲れを放置すると、腰痛の原因に。
腰の疲れをためないためのストレッチをご紹介します。お風呂上がりなどの体が温まっているときに行うと効果的です。

腰痛の予防・改善に効果があります。しっかり骨
盤が締まって安定するので、立ったときに腰に負
担がかかりにくくなり、腰が疲れづらくなります。

動画では今回紹介した以外にも、効果的なスト
レッチを見ることができます。
※動画は予告なしに終了する場合があります。

【ストレッチをするときの注意点】
●息を止めずに行いましょう。
●強い痛みを感じる動作は行わないようにしましょう。
●イタ気持ちいいくらいに関節や筋肉を大きく動かしましょう。

右膝を曲げ
て、左足を
伸ばします。

1

右膝を曲げて、左足を伸ばし、
右膝の上に体を倒して乗せます。1

回数
の目安

左右
２回ずつ

回数
の目安

左右
２回ずつ

お尻ストレッチ

肋
ろっ
骨
こつ
周辺がほぐれて呼吸が楽になります。

また、姿勢が良くなるので、長時間座って
いても疲れにくくなります。腕をしっかり引
き上げながら伸ばすと、ウエストを引き締
める効果も。

ももの内側と脇腹
ストレッチ

あまりお尻に効いてこないと感じる方は、
膝の角度を少し大きくすると効きやすく
なります。

ポイント

アクセスはこちらから

動画でも　　　　見られる　

右足を少し内側に入れて
お尻を横に下げ、左膝を
床につけるようにして、
ゆっくり呼吸しながら20
秒キープします。

2

左手を前について、右手を上に伸ばし、
そのまま体を左に倒します。ゆっくり
息をしながら、気持ちの良いところで
止めてそのまま20秒キープします。

2

逆側の足でも同様に行います。3

お尻の右側が伸びているのを意識します。

お尻が浮かないように、両方のお尻に
均等に体重を乗せます。腕を上に伸ば
しながら倒していくのがコツです。

ポイント

逆側も同様に
行います。3 脇腹から腰

に

かけて、も
もの内側・

後ろ側が伸
びている

のを意識し
ましょう。
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日 程 ・ 会 場
終日の会場は午後が空いています。

申込内容などの個人情報については、歯科健診以外の目的で使用することは一切ありません。

「むし歯」も「歯周病」も予防にはセルフケアが大切です。毎日のブラッシングに加えて、
定期的に専門家によるチェックを受け、歯のメンテナンスをしましょう。

ファミリー歯科健診のご案内

　ファミリー歯科健診にご参加のみなさまには、お一人お一人に
「歯ブラシセット」をプレゼントしていますので、ぜひ受診してください。
　なお、予約人数分をご用意しますので、申し込まれた方はできるだけ
キャンセルせずに受診してくださいますようよろしくお願いします。

「歯ブラシセット」
プレゼント

受診対象者はファミリー歯科健診実施健保組合の加入者に限ります。

パソコン・スマホ・携帯で申し込み

■
■

■

費 用
実施時間

連 絡 先

無　　料（全額健保組合負担）
終　　日▶午前9時30分～午後4時（受付終了  午後3時30分）
　　　　 （ウインクあいち 午前9時30分～午後2時30分）
　　　　 （昼休憩  午後0時30分～午後１時30分）
午前のみ▶午前9時30分～午前11時30分
　　　　 （受付終了  午前11時15分）
申込内容の変更やキャンセルをされる場合は、
必ず下記までご連絡ください。

実施日前　　日本歯科衛生協会　TEL 06-6325-8011
　　　　　   （月～金、午前9時～午後5時、祝日を除く）
実施日当日　関西地区 ▶TEL 090-3654-6342  090-1152-8041
　　　　　　関東地区 ▶TEL 080-9677-8036
　　　　　　中部地区 ▶TEL 080-4890-8048

申し込んだ会場・日時に受診する
所属確認のため、お知らせメールを

印刷して持参するか、画面を受付で提示してください。

申し込みサイトへ
アクセス
12月16日8時から
アクセスできます スマホ用 携帯用

PC・スマホ
https://www.nihonshika.net/sokyo/kyodo/
携帯

https://www.nihonshika.net/sokyo/kyodo/i/

申し込みは実施日の10日前（土・日含む）までに

所属の健保組合を選択する
所属の健保を間違えると資格承認ができず

再申し込みが必要となります。

必要事項を入力し、申し込みを確定する

自動受付メールが返信される

資格承認お知らせメールが届く

スマホ・携帯でのお申し込みの場合
スマホ・携帯のメールアドレスでお申し込みの場合に、ご予約完了のメール
が届かないというお問い合わせが多くあります。
申込後、24時間以内に自動受付メールが返信されない場合は着信拒否設定
になっている可能性がありますので、お手数ですが、［＠nihonshika.net］
からのメールが受信できるよう、ドメイン指定受信の設定をお願いします。
設定方法の詳細については、携帯電話付属のマニュアルをご覧いただくか、
各携帯電話会社のサポートセンターにお問い合わせください。

近畿総合健康保険組合協議会
健診費用は全額健保負担! !

内容
①むし歯および歯周疾患の健診
②歯の健康相談
③歯石清掃（超音波による口腔内清掃）
④歯の洗浄（研磨による着色除去）

⑤個人別歯科衛生指導
（ブラッシング指導、歯間ブラシを必要とする人に対する指導）
⑥幼児フッ素塗布（希望者）

■健診の１人あたりの所要時間は、約15分程度です。 ※受診前に必ず歯を磨いておいてください。
■会場内では、特別な事情がない限りマスク（不織布）の着用をお願いします。
着用ができない場合は受診をお断りする場合があります。

新型コロナウイルス感染症予防対策を講じたうえで実施いたします。
詳しくはhttps://www.nihonshika.net/private/COVID-19boshisakukskfamily.pdfをご覧ください。

受診日時等のお問い合わせについては、下記にお願いします。

ファミリー歯科健診の委託機関：日本歯科衛生協会
〒533-0033　大阪市東淀川区東中島2-9-15（日大和生ビル）　TEL 06-6325-8011

●尼崎機械金属健康保険組合

●大阪菓子健康保険組合

●大阪紙商健康保険組合

●大阪機械工具商健康保険組合

●大阪産業機械工業健康保険組合

●大阪自転車健康保険組合

●大阪鉄商健康保険組合

●大阪ニット健康保険組合

●大阪府貨物運送健康保険組合

●大阪婦人子供既製服健康保険組合

●大阪府信用金庫健康保険組合

●大阪府電設工業健康保険組合

●大阪府木材健康保険組合

●大阪薬業健康保険組合

●神戸機械金属健康保険組合

●ダイハツ系連合健康保険組合

●電線工業健康保険組合

●兵庫県運輸業健康保険組合

●兵庫県建築健康保険組合

●兵庫自動車販売店健康保険組合　　

（50音順）

私たちが共同でファミリー歯科健診を実施します

無料！

令和4年度令和4年度
後 期

受診要領

地区 実施日 時間 実施場所 会場No

関西

1月28日（土） 終日 尼崎市総合文化センター　7F　2号会議室 ❶
1月28日（土） 終日 センタープラザ西館（神戸）　6F　9号室 ❷
1月29日（日） 終日 アクティ近江八幡　1F　多目的ホール ❸
2月 4日（土） 終日 センタープラザ西館（神戸）　6F　9号室 ❷
2月 4日（土） 終日 奈良県文化会館　地下1F　多目的室 ❹
2月 5日（日） 終日 三田市総合文化センター　1F　リハーサル室　【郷の音ホール】 ❺
2月11日（土）午前のみ 京田辺市商工会館　3F　301会議室・302研修室　【CIKビル】 ❻
2月12日（日） 終日 野洲文化小劇場 ❼
2月12日（日） 終日 姫路市網干市民センター　1F　展示室 ❽
2月18日（土） 終日 長岡京市中央生涯学習センター　2F　市民ギャラリー1・2 ❾
2月18日（土） 終日 明石市立西部市民会館　2F　練習室 10
2月19日（日）午前のみ 三田市総合文化センター　1F　リハーサル室　【郷の音ホール】 ❺
2月26日（日） 終日 姫路市飾磨市民センター　2F　大ホール 11

中部 2月19日（日）9：30～14：30 ウインクあいち　10F　1003会議室 12

関東

1月29日（日） 終日 JA共済埼玉ビル　B1F　G会議室 13
1月29日（日） 終日 船橋商工会議所　6Fホール　602号室 14
2月 5日（日） 終日 相鉄岩崎学園ビル　横浜西口2号館　5F　509号室 15
2月18日（土） 終日 松戸商工会議所会館　4F　中会議室 16
2月18日（土） 終日 川崎商工会議所　川崎フロンティアビル　2F　会議室4 17
2月19日（日） 終日 TKPガーデンシティ渋谷　渋谷東口ビル　4F　ホール4C 18
3月 5日（日） 終日 アットビジネスセンター　池袋駅前別館　伊藤ビル 7F　706号室 19
3月12日（日） 終日 岩崎学園 新横浜2号館　7F　704・705号室 20

日 程 ・ 会 場
終日の会場は午後が空いています。

申込内容などの個人情報については、歯科健診以外の目的で使用することは一切ありません。

「むし歯」も「歯周病」も予防にはセルフケアが大切です。毎日のブラッシングに加えて、
定期的に専門家によるチェックを受け、歯のメンテナンスをしましょう。

ファミリー歯科健診のご案内

　ファミリー歯科健診にご参加のみなさまには、お一人お一人に
「歯ブラシセット」をプレゼントしていますので、ぜひ受診してください。
　なお、予約人数分をご用意しますので、申し込まれた方はできるだけ
キャンセルせずに受診してくださいますようよろしくお願いします。

「歯ブラシセット」
プレゼント

受診対象者はファミリー歯科健診実施健保組合の加入者に限ります。

パソコン・スマホ・携帯で申し込み

■
■

■

費 用
実施時間

連 絡 先

無　　料（全額健保組合負担）
終　　日▶午前9時30分～午後4時（受付終了  午後3時30分）
　　　　 （ウインクあいち 午前9時30分～午後2時30分）
　　　　 （昼休憩  午後0時30分～午後１時30分）
午前のみ▶午前9時30分～午前11時30分
　　　　 （受付終了  午前11時15分）
申込内容の変更やキャンセルをされる場合は、
必ず下記までご連絡ください。

実施日前　　日本歯科衛生協会　TEL 06-6325-8011
　　　　　   （月～金、午前9時～午後5時、祝日を除く）
実施日当日　関西地区 ▶TEL 090-3654-6342  090-1152-8041
　　　　　　関東地区 ▶TEL 080-9677-8036
　　　　　　中部地区 ▶TEL 080-4890-8048

申し込んだ会場・日時に受診する
所属確認のため、お知らせメールを

印刷して持参するか、画面を受付で提示してください。

申し込みサイトへ
アクセス
12月16日8時から
アクセスできます スマホ用 携帯用

PC・スマホ
https://www.nihonshika.net/sokyo/kyodo/
携帯

https://www.nihonshika.net/sokyo/kyodo/i/

申し込みは実施日の10日前（土・日含む）までに

所属の健保組合を選択する
所属の健保を間違えると資格承認ができず

再申し込みが必要となります。

必要事項を入力し、申し込みを確定する

自動受付メールが返信される

資格承認お知らせメールが届く

スマホ・携帯でのお申し込みの場合
スマホ・携帯のメールアドレスでお申し込みの場合に、ご予約完了のメール
が届かないというお問い合わせが多くあります。
申込後、24時間以内に自動受付メールが返信されない場合は着信拒否設定
になっている可能性がありますので、お手数ですが、［＠nihonshika.net］
からのメールが受信できるよう、ドメイン指定受信の設定をお願いします。
設定方法の詳細については、携帯電話付属のマニュアルをご覧いただくか、
各携帯電話会社のサポートセンターにお問い合わせください。

近畿総合健康保険組合協議会
健診費用は全額健保負担! !

内容
①むし歯および歯周疾患の健診
②歯の健康相談
③歯石清掃（超音波による口腔内清掃）
④歯の洗浄（研磨による着色除去）

⑤個人別歯科衛生指導
（ブラッシング指導、歯間ブラシを必要とする人に対する指導）
⑥幼児フッ素塗布（希望者）

■健診の１人あたりの所要時間は、約15分程度です。 ※受診前に必ず歯を磨いておいてください。
■会場内では、特別な事情がない限りマスク（不織布）の着用をお願いします。
着用ができない場合は受診をお断りする場合があります。

新型コロナウイルス感染症予防対策を講じたうえで実施いたします。
詳しくはhttps://www.nihonshika.net/private/COVID-19boshisakukskfamily.pdfをご覧ください。

受診日時等のお問い合わせについては、下記にお願いします。

ファミリー歯科健診の委託機関：日本歯科衛生協会
〒533-0033　大阪市東淀川区東中島2-9-15（日大和生ビル）　TEL 06-6325-8011

●尼崎機械金属健康保険組合

●大阪菓子健康保険組合

●大阪紙商健康保険組合

●大阪機械工具商健康保険組合

●大阪産業機械工業健康保険組合

●大阪自転車健康保険組合

●大阪鉄商健康保険組合

●大阪ニット健康保険組合

●大阪府貨物運送健康保険組合

●大阪婦人子供既製服健康保険組合

●大阪府信用金庫健康保険組合

●大阪府電設工業健康保険組合

●大阪府木材健康保険組合

●大阪薬業健康保険組合

●神戸機械金属健康保険組合

●ダイハツ系連合健康保険組合

●電線工業健康保険組合

●兵庫県運輸業健康保険組合

●兵庫県建築健康保険組合

●兵庫自動車販売店健康保険組合　　

（50音順）

私たちが共同でファミリー歯科健診を実施します

無料！

令和4年度令和4年度
後 期

受診要領

地区 実施日 時間 実施場所 会場No

関西

1月28日（土） 終日 尼崎市総合文化センター　7F　2号会議室 ❶
1月28日（土） 終日 センタープラザ西館（神戸）　6F　9号室 ❷
1月29日（日） 終日 アクティ近江八幡　1F　多目的ホール ❸
2月 4日（土） 終日 センタープラザ西館（神戸）　6F　9号室 ❷
2月 4日（土） 終日 奈良県文化会館　地下1F　多目的室 ❹
2月 5日（日） 終日 三田市総合文化センター　1F　リハーサル室　【郷の音ホール】 ❺
2月11日（土）午前のみ 京田辺市商工会館　3F　301会議室・302研修室　【CIKビル】 ❻
2月12日（日） 終日 野洲文化小劇場 ❼
2月12日（日） 終日 姫路市網干市民センター　1F　展示室 ❽
2月18日（土） 終日 長岡京市中央生涯学習センター　2F　市民ギャラリー1・2 ❾
2月18日（土） 終日 明石市立西部市民会館　2F　練習室 10
2月19日（日）午前のみ 三田市総合文化センター　1F　リハーサル室　【郷の音ホール】 ❺
2月26日（日） 終日 姫路市飾磨市民センター　2F　大ホール 11

中部 2月19日（日）9：30～14：30 ウインクあいち　10F　1003会議室 12

関東

1月29日（日） 終日 JA共済埼玉ビル　B1F　G会議室 13
1月29日（日） 終日 船橋商工会議所　6Fホール　602号室 14
2月 5日（日） 終日 相鉄岩崎学園ビル　横浜西口2号館　5F　509号室 15
2月18日（土） 終日 松戸商工会議所会館　4F　中会議室 16
2月18日（土） 終日 川崎商工会議所　川崎フロンティアビル　2F　会議室4 17
2月19日（日） 終日 TKPガーデンシティ渋谷　渋谷東口ビル　4F　ホール4C 18
3月 5日（日） 終日 アットビジネスセンター　池袋駅前別館　伊藤ビル 7F　706号室 19
3月12日（日） 終日 岩崎学園 新横浜2号館　7F　704・705号室 20

日 程 ・ 会 場
終日の会場は午後が空いています。

申込内容などの個人情報については、歯科健診以外の目的で使用することは一切ありません。

「むし歯」も「歯周病」も予防にはセルフケアが大切です。毎日のブラッシングに加えて、
定期的に専門家によるチェックを受け、歯のメンテナンスをしましょう。

ファミリー歯科健診のご案内

　ファミリー歯科健診にご参加のみなさまには、お一人お一人に
「歯ブラシセット」をプレゼントしていますので、ぜひ受診してください。
　なお、予約人数分をご用意しますので、申し込まれた方はできるだけ
キャンセルせずに受診してくださいますようよろしくお願いします。

「歯ブラシセット」
プレゼント

受診対象者はファミリー歯科健診実施健保組合の加入者に限ります。

パソコン・スマホ・携帯で申し込み

■
■

■

費 用
実施時間

連 絡 先

無　　料（全額健保組合負担）
終　　日▶午前9時30分～午後4時（受付終了  午後3時30分）
　　　　 （ウインクあいち 午前9時30分～午後2時30分）
　　　　 （昼休憩  午後0時30分～午後１時30分）
午前のみ▶午前9時30分～午前11時30分
　　　　 （受付終了  午前11時15分）
申込内容の変更やキャンセルをされる場合は、
必ず下記までご連絡ください。

実施日前　　日本歯科衛生協会　TEL 06-6325-8011
　　　　　   （月～金、午前9時～午後5時、祝日を除く）
実施日当日　関西地区 ▶TEL 090-3654-6342  090-1152-8041
　　　　　　関東地区 ▶TEL 080-9677-8036
　　　　　　中部地区 ▶TEL 080-4890-8048

申し込んだ会場・日時に受診する
所属確認のため、お知らせメールを

印刷して持参するか、画面を受付で提示してください。

申し込みサイトへ
アクセス
12月16日8時から
アクセスできます スマホ用 携帯用

PC・スマホ
https://www.nihonshika.net/sokyo/kyodo/
携帯

https://www.nihonshika.net/sokyo/kyodo/i/

申し込みは実施日の10日前（土・日含む）までに

所属の健保組合を選択する
所属の健保を間違えると資格承認ができず

再申し込みが必要となります。

必要事項を入力し、申し込みを確定する

自動受付メールが返信される

資格承認お知らせメールが届く

スマホ・携帯でのお申し込みの場合
スマホ・携帯のメールアドレスでお申し込みの場合に、ご予約完了のメール
が届かないというお問い合わせが多くあります。
申込後、24時間以内に自動受付メールが返信されない場合は着信拒否設定
になっている可能性がありますので、お手数ですが、［＠nihonshika.net］
からのメールが受信できるよう、ドメイン指定受信の設定をお願いします。
設定方法の詳細については、携帯電話付属のマニュアルをご覧いただくか、
各携帯電話会社のサポートセンターにお問い合わせください。

近畿総合健康保険組合協議会
健診費用は全額健保負担! !

内容
①むし歯および歯周疾患の健診
②歯の健康相談
③歯石清掃（超音波による口腔内清掃）
④歯の洗浄（研磨による着色除去）

⑤個人別歯科衛生指導
（ブラッシング指導、歯間ブラシを必要とする人に対する指導）
⑥幼児フッ素塗布（希望者）

■健診の１人あたりの所要時間は、約15分程度です。 ※受診前に必ず歯を磨いておいてください。
■会場内では、特別な事情がない限りマスク（不織布）の着用をお願いします。
着用ができない場合は受診をお断りする場合があります。

新型コロナウイルス感染症予防対策を講じたうえで実施いたします。
詳しくはhttps://www.nihonshika.net/private/COVID-19boshisakukskfamily.pdfをご覧ください。

受診日時等のお問い合わせについては、下記にお願いします。

ファミリー歯科健診の委託機関：日本歯科衛生協会
〒533-0033　大阪市東淀川区東中島2-9-15（日大和生ビル）　TEL 06-6325-8011

●尼崎機械金属健康保険組合

●大阪菓子健康保険組合

●大阪紙商健康保険組合

●大阪機械工具商健康保険組合

●大阪産業機械工業健康保険組合

●大阪自転車健康保険組合

●大阪鉄商健康保険組合

●大阪ニット健康保険組合

●大阪府貨物運送健康保険組合

●大阪婦人子供既製服健康保険組合

●大阪府信用金庫健康保険組合

●大阪府電設工業健康保険組合

●大阪府木材健康保険組合

●大阪薬業健康保険組合

●神戸機械金属健康保険組合

●ダイハツ系連合健康保険組合

●電線工業健康保険組合

●兵庫県運輸業健康保険組合

●兵庫県建築健康保険組合

●兵庫自動車販売店健康保険組合　　

（50音順）

私たちが共同でファミリー歯科健診を実施します

無料！

令和4年度令和4年度
後 期

受診要領

地区 実施日 時間 実施場所 会場No

関西

1月28日（土） 終日 尼崎市総合文化センター　7F　2号会議室 ❶
1月28日（土） 終日 センタープラザ西館（神戸）　6F　9号室 ❷
1月29日（日） 終日 アクティ近江八幡　1F　多目的ホール ❸
2月 4日（土） 終日 センタープラザ西館（神戸）　6F　9号室 ❷
2月 4日（土） 終日 奈良県文化会館　地下1F　多目的室 ❹
2月 5日（日） 終日 三田市総合文化センター　1F　リハーサル室　【郷の音ホール】 ❺
2月11日（土）午前のみ 京田辺市商工会館　3F　301会議室・302研修室　【CIKビル】 ❻
2月12日（日） 終日 野洲文化小劇場 ❼
2月12日（日） 終日 姫路市網干市民センター　1F　展示室 ❽
2月18日（土） 終日 長岡京市中央生涯学習センター　2F　市民ギャラリー1・2 ❾
2月18日（土） 終日 明石市立西部市民会館　2F　練習室 10
2月19日（日）午前のみ 三田市総合文化センター　1F　リハーサル室　【郷の音ホール】 ❺
2月26日（日） 終日 姫路市飾磨市民センター　2F　大ホール 11

中部 2月19日（日）9：30～14：30 ウインクあいち　10F　1003会議室 12

関東

1月29日（日） 終日 JA共済埼玉ビル　B1F　G会議室 13
1月29日（日） 終日 船橋商工会議所　6Fホール　602号室 14
2月 5日（日） 終日 相鉄岩崎学園ビル　横浜西口2号館　5F　509号室 15
2月18日（土） 終日 松戸商工会議所会館　4F　中会議室 16
2月18日（土） 終日 川崎商工会議所　川崎フロンティアビル　2F　会議室4 17
2月19日（日） 終日 TKPガーデンシティ渋谷　渋谷東口ビル　4F　ホール4C 18
3月 5日（日） 終日 アットビジネスセンター　池袋駅前別館　伊藤ビル 7F　706号室 19
3月12日（日） 終日 岩崎学園 新横浜2号館　7F　704・705号室 20
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日 程 ・ 会 場
終日の会場は午後が空いています。

申込内容などの個人情報については、歯科健診以外の目的で使用することは一切ありません。

「むし歯」も「歯周病」も予防にはセルフケアが大切です。毎日のブラッシングに加えて、
定期的に専門家によるチェックを受け、歯のメンテナンスをしましょう。

ファミリー歯科健診のご案内

　ファミリー歯科健診にご参加のみなさまには、お一人お一人に
「歯ブラシセット」をプレゼントしていますので、ぜひ受診してください。
　なお、予約人数分をご用意しますので、申し込まれた方はできるだけ
キャンセルせずに受診してくださいますようよろしくお願いします。

「歯ブラシセット」
プレゼント

受診対象者はファミリー歯科健診実施健保組合の加入者に限ります。

パソコン・スマホ・携帯で申し込み

■
■

■

費 用
実施時間

連 絡 先

無　　料（全額健保組合負担）
終　　日▶午前9時30分～午後4時（受付終了  午後3時30分）
　　　　 （ウインクあいち 午前9時30分～午後2時30分）
　　　　 （昼休憩  午後0時30分～午後１時30分）
午前のみ▶午前9時30分～午前11時30分
　　　　 （受付終了  午前11時15分）
申込内容の変更やキャンセルをされる場合は、
必ず下記までご連絡ください。

実施日前　　日本歯科衛生協会　TEL 06-6325-8011
　　　　　   （月～金、午前9時～午後5時、祝日を除く）
実施日当日　関西地区 ▶TEL 090-3654-6342  090-1152-8041
　　　　　　関東地区 ▶TEL 080-9677-8036
　　　　　　中部地区 ▶TEL 080-4890-8048

申し込んだ会場・日時に受診する
所属確認のため、お知らせメールを

印刷して持参するか、画面を受付で提示してください。

申し込みサイトへ
アクセス
12月16日8時から
アクセスできます スマホ用 携帯用

PC・スマホ
https://www.nihonshika.net/sokyo/kyodo/
携帯

https://www.nihonshika.net/sokyo/kyodo/i/

申し込みは実施日の10日前（土・日含む）までに

所属の健保組合を選択する
所属の健保を間違えると資格承認ができず

再申し込みが必要となります。

必要事項を入力し、申し込みを確定する

自動受付メールが返信される

資格承認お知らせメールが届く

スマホ・携帯でのお申し込みの場合
スマホ・携帯のメールアドレスでお申し込みの場合に、ご予約完了のメール
が届かないというお問い合わせが多くあります。
申込後、24時間以内に自動受付メールが返信されない場合は着信拒否設定
になっている可能性がありますので、お手数ですが、［＠nihonshika.net］
からのメールが受信できるよう、ドメイン指定受信の設定をお願いします。
設定方法の詳細については、携帯電話付属のマニュアルをご覧いただくか、
各携帯電話会社のサポートセンターにお問い合わせください。

近畿総合健康保険組合協議会
健診費用は全額健保負担! !

内容
①むし歯および歯周疾患の健診
②歯の健康相談
③歯石清掃（超音波による口腔内清掃）
④歯の洗浄（研磨による着色除去）

⑤個人別歯科衛生指導
（ブラッシング指導、歯間ブラシを必要とする人に対する指導）
⑥幼児フッ素塗布（希望者）

■健診の１人あたりの所要時間は、約15分程度です。 ※受診前に必ず歯を磨いておいてください。
■会場内では、特別な事情がない限りマスク（不織布）の着用をお願いします。
着用ができない場合は受診をお断りする場合があります。

新型コロナウイルス感染症予防対策を講じたうえで実施いたします。
詳しくはhttps://www.nihonshika.net/private/COVID-19boshisakukskfamily.pdfをご覧ください。

受診日時等のお問い合わせについては、下記にお願いします。

ファミリー歯科健診の委託機関：日本歯科衛生協会
〒533-0033　大阪市東淀川区東中島2-9-15（日大和生ビル）　TEL 06-6325-8011

●尼崎機械金属健康保険組合

●大阪菓子健康保険組合

●大阪紙商健康保険組合

●大阪機械工具商健康保険組合

●大阪産業機械工業健康保険組合

●大阪自転車健康保険組合

●大阪鉄商健康保険組合

●大阪ニット健康保険組合

●大阪府貨物運送健康保険組合

●大阪婦人子供既製服健康保険組合

●大阪府信用金庫健康保険組合

●大阪府電設工業健康保険組合

●大阪府木材健康保険組合

●大阪薬業健康保険組合

●神戸機械金属健康保険組合

●ダイハツ系連合健康保険組合

●電線工業健康保険組合

●兵庫県運輸業健康保険組合

●兵庫県建築健康保険組合

●兵庫自動車販売店健康保険組合　　

（50音順）

私たちが共同でファミリー歯科健診を実施します

無料！

令和4年度令和4年度
後 期

受診要領

地区 実施日 時間 実施場所 会場No

関西

1月28日（土） 終日 尼崎市総合文化センター　7F　2号会議室 ❶
1月28日（土） 終日 センタープラザ西館（神戸）　6F　9号室 ❷
1月29日（日） 終日 アクティ近江八幡　1F　多目的ホール ❸
2月 4日（土） 終日 センタープラザ西館（神戸）　6F　9号室 ❷
2月 4日（土） 終日 奈良県文化会館　地下1F　多目的室 ❹
2月 5日（日） 終日 三田市総合文化センター　1F　リハーサル室　【郷の音ホール】 ❺
2月11日（土）午前のみ 京田辺市商工会館　3F　301会議室・302研修室　【CIKビル】 ❻
2月12日（日） 終日 野洲文化小劇場 ❼
2月12日（日） 終日 姫路市網干市民センター　1F　展示室 ❽
2月18日（土） 終日 長岡京市中央生涯学習センター　2F　市民ギャラリー1・2 ❾
2月18日（土） 終日 明石市立西部市民会館　2F　練習室 10
2月19日（日）午前のみ 三田市総合文化センター　1F　リハーサル室　【郷の音ホール】 ❺
2月26日（日） 終日 姫路市飾磨市民センター　2F　大ホール 11

中部 2月19日（日）9：30～14：30 ウインクあいち　10F　1003会議室 12

関東

1月29日（日） 終日 JA共済埼玉ビル　B1F　G会議室 13
1月29日（日） 終日 船橋商工会議所　6Fホール　602号室 14
2月 5日（日） 終日 相鉄岩崎学園ビル　横浜西口2号館　5F　509号室 15
2月18日（土） 終日 松戸商工会議所会館　4F　中会議室 16
2月18日（土） 終日 川崎商工会議所　川崎フロンティアビル　2F　会議室4 17
2月19日（日） 終日 TKPガーデンシティ渋谷　渋谷東口ビル　4F　ホール4C 18
3月 5日（日） 終日 アットビジネスセンター　池袋駅前別館　伊藤ビル 7F　706号室 19
3月12日（日） 終日 岩崎学園 新横浜2号館　7F　704・705号室 20

日 程 ・ 会 場
終日の会場は午後が空いています。

申込内容などの個人情報については、歯科健診以外の目的で使用することは一切ありません。

「むし歯」も「歯周病」も予防にはセルフケアが大切です。毎日のブラッシングに加えて、
定期的に専門家によるチェックを受け、歯のメンテナンスをしましょう。

ファミリー歯科健診のご案内

　ファミリー歯科健診にご参加のみなさまには、お一人お一人に
「歯ブラシセット」をプレゼントしていますので、ぜひ受診してください。
　なお、予約人数分をご用意しますので、申し込まれた方はできるだけ
キャンセルせずに受診してくださいますようよろしくお願いします。

「歯ブラシセット」
プレゼント

受診対象者はファミリー歯科健診実施健保組合の加入者に限ります。

パソコン・スマホ・携帯で申し込み

■
■

■

費 用
実施時間

連 絡 先

無　　料（全額健保組合負担）
終　　日▶午前9時30分～午後4時（受付終了  午後3時30分）
　　　　 （ウインクあいち 午前9時30分～午後2時30分）
　　　　 （昼休憩  午後0時30分～午後１時30分）
午前のみ▶午前9時30分～午前11時30分
　　　　 （受付終了  午前11時15分）
申込内容の変更やキャンセルをされる場合は、
必ず下記までご連絡ください。

実施日前　　日本歯科衛生協会　TEL 06-6325-8011
　　　　　   （月～金、午前9時～午後5時、祝日を除く）
実施日当日　関西地区 ▶TEL 090-3654-6342  090-1152-8041
　　　　　　関東地区 ▶TEL 080-9677-8036
　　　　　　中部地区 ▶TEL 080-4890-8048

申し込んだ会場・日時に受診する
所属確認のため、お知らせメールを

印刷して持参するか、画面を受付で提示してください。

申し込みサイトへ
アクセス
12月16日8時から
アクセスできます スマホ用 携帯用

PC・スマホ
https://www.nihonshika.net/sokyo/kyodo/
携帯

https://www.nihonshika.net/sokyo/kyodo/i/

申し込みは実施日の10日前（土・日含む）までに

所属の健保組合を選択する
所属の健保を間違えると資格承認ができず

再申し込みが必要となります。

必要事項を入力し、申し込みを確定する

自動受付メールが返信される

資格承認お知らせメールが届く

スマホ・携帯でのお申し込みの場合
スマホ・携帯のメールアドレスでお申し込みの場合に、ご予約完了のメール
が届かないというお問い合わせが多くあります。
申込後、24時間以内に自動受付メールが返信されない場合は着信拒否設定
になっている可能性がありますので、お手数ですが、［＠nihonshika.net］
からのメールが受信できるよう、ドメイン指定受信の設定をお願いします。
設定方法の詳細については、携帯電話付属のマニュアルをご覧いただくか、
各携帯電話会社のサポートセンターにお問い合わせください。

近畿総合健康保険組合協議会
健診費用は全額健保負担! !

内容
①むし歯および歯周疾患の健診
②歯の健康相談
③歯石清掃（超音波による口腔内清掃）
④歯の洗浄（研磨による着色除去）

⑤個人別歯科衛生指導
（ブラッシング指導、歯間ブラシを必要とする人に対する指導）
⑥幼児フッ素塗布（希望者）

■健診の１人あたりの所要時間は、約15分程度です。 ※受診前に必ず歯を磨いておいてください。
■会場内では、特別な事情がない限りマスク（不織布）の着用をお願いします。
着用ができない場合は受診をお断りする場合があります。

新型コロナウイルス感染症予防対策を講じたうえで実施いたします。
詳しくはhttps://www.nihonshika.net/private/COVID-19boshisakukskfamily.pdfをご覧ください。

受診日時等のお問い合わせについては、下記にお願いします。

ファミリー歯科健診の委託機関：日本歯科衛生協会
〒533-0033　大阪市東淀川区東中島2-9-15（日大和生ビル）　TEL 06-6325-8011

●尼崎機械金属健康保険組合

●大阪菓子健康保険組合

●大阪紙商健康保険組合

●大阪機械工具商健康保険組合

●大阪産業機械工業健康保険組合

●大阪自転車健康保険組合

●大阪鉄商健康保険組合

●大阪ニット健康保険組合

●大阪府貨物運送健康保険組合

●大阪婦人子供既製服健康保険組合

●大阪府信用金庫健康保険組合

●大阪府電設工業健康保険組合

●大阪府木材健康保険組合

●大阪薬業健康保険組合

●神戸機械金属健康保険組合

●ダイハツ系連合健康保険組合

●電線工業健康保険組合

●兵庫県運輸業健康保険組合

●兵庫県建築健康保険組合

●兵庫自動車販売店健康保険組合　　

（50音順）

私たちが共同でファミリー歯科健診を実施します

無料！

令和4年度令和4年度
後 期

受診要領

地区 実施日 時間 実施場所 会場No

関西

1月28日（土） 終日 尼崎市総合文化センター　7F　2号会議室 ❶
1月28日（土） 終日 センタープラザ西館（神戸）　6F　9号室 ❷
1月29日（日） 終日 アクティ近江八幡　1F　多目的ホール ❸
2月 4日（土） 終日 センタープラザ西館（神戸）　6F　9号室 ❷
2月 4日（土） 終日 奈良県文化会館　地下1F　多目的室 ❹
2月 5日（日） 終日 三田市総合文化センター　1F　リハーサル室　【郷の音ホール】 ❺
2月11日（土）午前のみ 京田辺市商工会館　3F　301会議室・302研修室　【CIKビル】 ❻
2月12日（日） 終日 野洲文化小劇場 ❼
2月12日（日） 終日 姫路市網干市民センター　1F　展示室 ❽
2月18日（土） 終日 長岡京市中央生涯学習センター　2F　市民ギャラリー1・2 ❾
2月18日（土） 終日 明石市立西部市民会館　2F　練習室 10
2月19日（日）午前のみ 三田市総合文化センター　1F　リハーサル室　【郷の音ホール】 ❺
2月26日（日） 終日 姫路市飾磨市民センター　2F　大ホール 11

中部 2月19日（日）9：30～14：30 ウインクあいち　10F　1003会議室 12

関東

1月29日（日） 終日 JA共済埼玉ビル　B1F　G会議室 13
1月29日（日） 終日 船橋商工会議所　6Fホール　602号室 14
2月 5日（日） 終日 相鉄岩崎学園ビル　横浜西口2号館　5F　509号室 15
2月18日（土） 終日 松戸商工会議所会館　4F　中会議室 16
2月18日（土） 終日 川崎商工会議所　川崎フロンティアビル　2F　会議室4 17
2月19日（日） 終日 TKPガーデンシティ渋谷　渋谷東口ビル　4F　ホール4C 18
3月 5日（日） 終日 アットビジネスセンター　池袋駅前別館　伊藤ビル 7F　706号室 19
3月12日（日） 終日 岩崎学園 新横浜2号館　7F　704・705号室 20

日 程 ・ 会 場
終日の会場は午後が空いています。

申込内容などの個人情報については、歯科健診以外の目的で使用することは一切ありません。

「むし歯」も「歯周病」も予防にはセルフケアが大切です。毎日のブラッシングに加えて、
定期的に専門家によるチェックを受け、歯のメンテナンスをしましょう。

ファミリー歯科健診のご案内

　ファミリー歯科健診にご参加のみなさまには、お一人お一人に
「歯ブラシセット」をプレゼントしていますので、ぜひ受診してください。
　なお、予約人数分をご用意しますので、申し込まれた方はできるだけ
キャンセルせずに受診してくださいますようよろしくお願いします。

「歯ブラシセット」
プレゼント

受診対象者はファミリー歯科健診実施健保組合の加入者に限ります。

パソコン・スマホ・携帯で申し込み

■
■

■

費 用
実施時間

連 絡 先

無　　料（全額健保組合負担）
終　　日▶午前9時30分～午後4時（受付終了  午後3時30分）
　　　　 （ウインクあいち 午前9時30分～午後2時30分）
　　　　 （昼休憩  午後0時30分～午後１時30分）
午前のみ▶午前9時30分～午前11時30分
　　　　 （受付終了  午前11時15分）
申込内容の変更やキャンセルをされる場合は、
必ず下記までご連絡ください。

実施日前　　日本歯科衛生協会　TEL 06-6325-8011
　　　　　   （月～金、午前9時～午後5時、祝日を除く）
実施日当日　関西地区 ▶TEL 090-3654-6342  090-1152-8041
　　　　　　関東地区 ▶TEL 080-9677-8036
　　　　　　中部地区 ▶TEL 080-4890-8048

申し込んだ会場・日時に受診する
所属確認のため、お知らせメールを

印刷して持参するか、画面を受付で提示してください。

申し込みサイトへ
アクセス
12月16日8時から
アクセスできます スマホ用 携帯用

PC・スマホ
https://www.nihonshika.net/sokyo/kyodo/
携帯

https://www.nihonshika.net/sokyo/kyodo/i/

申し込みは実施日の10日前（土・日含む）までに

所属の健保組合を選択する
所属の健保を間違えると資格承認ができず

再申し込みが必要となります。

必要事項を入力し、申し込みを確定する

自動受付メールが返信される

資格承認お知らせメールが届く

スマホ・携帯でのお申し込みの場合
スマホ・携帯のメールアドレスでお申し込みの場合に、ご予約完了のメール
が届かないというお問い合わせが多くあります。
申込後、24時間以内に自動受付メールが返信されない場合は着信拒否設定
になっている可能性がありますので、お手数ですが、［＠nihonshika.net］
からのメールが受信できるよう、ドメイン指定受信の設定をお願いします。
設定方法の詳細については、携帯電話付属のマニュアルをご覧いただくか、
各携帯電話会社のサポートセンターにお問い合わせください。

近畿総合健康保険組合協議会
健診費用は全額健保負担! !

内容
①むし歯および歯周疾患の健診
②歯の健康相談
③歯石清掃（超音波による口腔内清掃）
④歯の洗浄（研磨による着色除去）

⑤個人別歯科衛生指導
（ブラッシング指導、歯間ブラシを必要とする人に対する指導）
⑥幼児フッ素塗布（希望者）

■健診の１人あたりの所要時間は、約15分程度です。 ※受診前に必ず歯を磨いておいてください。
■会場内では、特別な事情がない限りマスク（不織布）の着用をお願いします。
着用ができない場合は受診をお断りする場合があります。

新型コロナウイルス感染症予防対策を講じたうえで実施いたします。
詳しくはhttps://www.nihonshika.net/private/COVID-19boshisakukskfamily.pdfをご覧ください。

受診日時等のお問い合わせについては、下記にお願いします。

ファミリー歯科健診の委託機関：日本歯科衛生協会
〒533-0033　大阪市東淀川区東中島2-9-15（日大和生ビル）　TEL 06-6325-8011

●尼崎機械金属健康保険組合

●大阪菓子健康保険組合

●大阪紙商健康保険組合

●大阪機械工具商健康保険組合

●大阪産業機械工業健康保険組合

●大阪自転車健康保険組合

●大阪鉄商健康保険組合

●大阪ニット健康保険組合

●大阪府貨物運送健康保険組合

●大阪婦人子供既製服健康保険組合

●大阪府信用金庫健康保険組合

●大阪府電設工業健康保険組合

●大阪府木材健康保険組合

●大阪薬業健康保険組合

●神戸機械金属健康保険組合

●ダイハツ系連合健康保険組合

●電線工業健康保険組合

●兵庫県運輸業健康保険組合

●兵庫県建築健康保険組合

●兵庫自動車販売店健康保険組合　　

（50音順）

私たちが共同でファミリー歯科健診を実施します

無料！

令和4年度令和4年度
後 期

受診要領

地区 実施日 時間 実施場所 会場No

関西

1月28日（土） 終日 尼崎市総合文化センター　7F　2号会議室 ❶
1月28日（土） 終日 センタープラザ西館（神戸）　6F　9号室 ❷
1月29日（日） 終日 アクティ近江八幡　1F　多目的ホール ❸
2月 4日（土） 終日 センタープラザ西館（神戸）　6F　9号室 ❷
2月 4日（土） 終日 奈良県文化会館　地下1F　多目的室 ❹
2月 5日（日） 終日 三田市総合文化センター　1F　リハーサル室　【郷の音ホール】 ❺
2月11日（土）午前のみ 京田辺市商工会館　3F　301会議室・302研修室　【CIKビル】 ❻
2月12日（日） 終日 野洲文化小劇場 ❼
2月12日（日） 終日 姫路市網干市民センター　1F　展示室 ❽
2月18日（土） 終日 長岡京市中央生涯学習センター　2F　市民ギャラリー1・2 ❾
2月18日（土） 終日 明石市立西部市民会館　2F　練習室 10
2月19日（日）午前のみ 三田市総合文化センター　1F　リハーサル室　【郷の音ホール】 ❺
2月26日（日） 終日 姫路市飾磨市民センター　2F　大ホール 11

中部 2月19日（日）9：30～14：30 ウインクあいち　10F　1003会議室 12

関東

1月29日（日） 終日 JA共済埼玉ビル　B1F　G会議室 13
1月29日（日） 終日 船橋商工会議所　6Fホール　602号室 14
2月 5日（日） 終日 相鉄岩崎学園ビル　横浜西口2号館　5F　509号室 15
2月18日（土） 終日 松戸商工会議所会館　4F　中会議室 16
2月18日（土） 終日 川崎商工会議所　川崎フロンティアビル　2F　会議室4 17
2月19日（日） 終日 TKPガーデンシティ渋谷　渋谷東口ビル　4F　ホール4C 18
3月 5日（日） 終日 アットビジネスセンター　池袋駅前別館　伊藤ビル 7F　706号室 19
3月12日（日） 終日 岩崎学園 新横浜2号館　7F　704・705号室 20

11



　任意継続被保険者の保険料や保険給付費などの算定の基礎となる標準報酬月額
（令和4年9月30日における全被保険者の平均額）は次のとおりです。

410,000円
※退職時の標準報酬が、この額を下回るときは、その月額とします。
　（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで適用）

当健康保険組合では毎年、医療給付を受けなかった被
保険者を健康優良者として表彰をしております。今年度は
１０年間以上の8名、平成２9年４月から令和4年３月までの
５年間の25名、平成31年４月から令和4年３月までの３年
間の52名、令和3年４月から令和4年３月までの１年間の
281名、計366名の方を表彰いたしました。

健康優良者の表彰健康優良者の表彰

任 意 継 続
被 保 険 者 の
令 和 5 年 度
標準報酬月額

１０年間以上
表彰者

8名

１０年間以上
表彰者

8名
５年間表彰者

25名
５年間表彰者

25名

3年間表彰者

52名
3年間表彰者

52名
１年間表彰者

281名
１年間表彰者

281名

特 定 健 診

パート先で健診を受けられた方
　ご家族の方がパート先等で、労働安全衛生法に基づく健康診断を
受診された場合、その健診結果を当健康保険組合にご提出いただく
ことにより、特定健診を実施したとみなす取扱いとなりますので、
結果の提出にご協力お願いします。ご連絡いただければ特定健康診
査質問票と返信用封筒を送付いたします。

当該年齢の被扶養者には、健診を受けるための受診券をお送りしています
　「けんぽだより 4月号」でもご案内いたしましたが、健保組合では40歳以上もしくは年度中に40歳となられる
被扶養者の方々に、年度当初に特定健診のご案内をお送りいたしました。まだ、特定健診を受診されていない方は、
出来るだけ早く受診ください。
※被保険者の方々は、原則として事業主が実施する労働安全衛生法に基づく健康診断を受診してください。（国が
指定する特定健康診査の項目が含まれています。）
※なお、令和4年4月以後すでに健診（一泊ドック・半日ドック・婦人総合健診・生活習慣病健診・定期健診・特定
健診等）を受けられた方は受診できません。

受けられましたか？受けられましたか？
をを

今年度もあとわずかです

～健康寿命の延伸には健診の受診は必須です～

健診費用は
無料です。

発行／大阪自転車健康保険組合　大阪市天王寺区烏ヶ辻1丁目2番18号 FJK桃谷ビル3階　電話（０６）６777‐9872


